
 
 

社会福祉法人 日進市社会福祉協議会 

指定居宅介護支援サービス重要事項説明書 

 

 

 

 

 

 

当事業所はご契約者に対して指定居宅介護支援サービスを提供します。事業所

の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通

り説明します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要介護」と 

認定された方が対象となります。暫定プランに基づき、要介護認

定をまだ受けていない方でもサービスの利用は可能です。 

当事業所は介護保険の指定を受けています。 

（愛知県指定 第２３７４９０００３９号） 

 

 契約者が居宅での介護サービスやその他の保健医療サービス、福祉サービスを 

適切に利用することができるよう、次のサービスを実施します。 

○ ご契約者の心身の状況やご契約者とそのご家族等の希望をおうかがいして、  

 「居宅サービス計画（ケアプラン）」を作成します。 

○ ご契約者の居宅サービス計画に基づくサービス等の提供が確保されるよう、 

 ご契約者及びその家族等、指定居宅サービス事業者等との連絡調整を継続的に 

 行い、居宅サービス計画の実施状況を把握します。        

○ 必要に応じて、事業者とご契約者双方の合意に基づき、居宅サービス計画を 

 変更します。        

☆居宅介護支援とは 
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１ 事業者 

 

 

 

 

 

 

２ 事業所の概要 

指定居宅介護 

支援事業所 

日進市社会福祉協議会ふれあい介護支援センター 

愛知県 2374900039 号 

平成 11 年 8 月 31 日指定 

事 業 所 の 所 在 地 
愛知県日進市蟹甲町中島 22 番地 

日進市中央福祉センター内 

電 話 番 号 ０５６１－７３－４３３０ 

事 業 所 長 (管 理 者 ) 加藤 知恵美 

開 設 (ｻｰﾋﾞｽ開 始 )日 平成１２年４月１日 

通常の事業実施地域 日進市内全域 

（１）当事業所の目的 

  事業者は、介護保険法令の趣旨にしたがい、要介護認定を受けた契約者がそ

の有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように

支援するため、契約者に対し、居宅サービス計画の作成を行うことを目的とし

ます。 

（２）当事業所の運営方針 

１ 利用者やその家族のおかれた状況などを考慮して、その方の有する能力に

応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援いたします。 

２ 利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の方の意向を尊重し、適

切な保健医療サービス及び福祉サービスを多様な事業者から、総合的かつ効

率的に提供いたします。            

３ 利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類または特定の居宅サービス事

業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行います。 

法 人 名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会 

法人所在地 愛知県日進市蟹甲町中島２２番地 

電 話 番 号 ０５６１－７３－４８８５ 

代表者氏名 会 長  青山 雅道 

設立年月日 昭和６１年３月１０日 
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４ 事業の実施に当たっては、関係市、民生委員、医療機関、地域包括支援セン

ター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施

設等との連携に務めます。   

（３）営業日及び営業時間      

営 業 日 月～金 （祝日・12/29 ～ 1/3 を除く。）  

営 業 時 間 午前９時００分～午後５時 0０分 

サービス 

提供時間帯 

月～金  午前９時００分～午後５時 0０分 

    （祝日・１2/29 ～ 1/3 を除く。）  

     ＴＥＬ ０５６１－７３－４３３０ 

３ 職員の体制 

当事業所では、ご契約者に対して指定居宅介護支援サービスを提供する職員と

して、以下の職種の職員を配置しています。 

<主な職員の配置状況> 

職種 常勤 非常勤 職務の内容 

１．事業所長（管理者） １  センターの統括（２と兼務） 

２．介護支援専門員 ２ 2 指定居宅介護支援サービスの提供 

 

４ 当事業所が提供するサービスと利用料金 

当事業所では、居宅介護支援として次のサービスを提供します。 

 当事業所が提供するサービスについて、通常の場合、利用料金は介護保険から

給付されますので、ご契約者の利用料負担はありません。 

 なお、介護保険料の滞納等により、法定代理受領が出来なくなった場合は、一

旦全額支払っていただき、後日、払い戻しが受けられます。 

（１）サービスの内容と利用料金（契約書第 3 条～第 6 条、第 8 条参照） 

＜サービスの内容＞ 

①居宅サービス計画の作成 

ご契約者のご家庭を訪問して、ご契約者の心身の状況、置かれている環境等

を把握したうえで、居宅介護サービス及びその他の必要な保健医療サービス、

福祉サービス（以下「指定居宅サービス等」という。）が、総合的かつ効率的

に提供されるように配慮して、居宅サービス計画を作成します。 
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＜居宅サービス計画の作成の流れ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②居宅サービス計画作成後の便宜の供与 

・ご契約者及びその家族等、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行

い、居宅サービス計画の実施状況を把握します。 

・居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう指定居宅サービ

ス事業者等との連絡調整を行います。 

・ご契約者の意思を踏まえて、要介護認定の更新申請等に必要な援助を行いま

す。 

 ③居宅サービス計画の変更 

 ご契約者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、または事業者が居宅サ

ービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者とご契約者双方の合意に基

づき、居宅サービス計画を変更します。 

④介護保険施設への紹介 

 ご契約者が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場

合又は利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険

施設への紹介その他の便宜の提供を行います。 

③介護支援専門員は、契約者及びその家族の置かれた状況等を考慮

して、契約者に提供されるサービスの目標、その達成時期、サー

ビスを提供する上での留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の

原案を作成します。 

④介護支援専門員は、前項で作成した居宅サービス計画の原案に盛り込ん

だ指定居宅サービス等について、サービス担当者会議での協議を経て、

保険給付の対象となるか否かを区分した上で、その種類、内容、利用料

等について契約者及びその家族等に対して説明し、契約者の同意を得た

上で決定するものとします。 

②居宅サービス計画の作成の開始にあたって、当該地域における指

定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情

報を適正に契約者又はその家族等に対して提供して、契約者にサ

ービスの選択を求めます。 

①事業者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関す

る業務を担当させます。 
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＜サービス利用料金＞ 

居宅介護支援に関するサービス利用料金について、事業者が法律の規定に基づ

いて、介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合（法定代理

受領）は、ご契約者の自己負担はありません。 

ただし、ご契約者の介護保険料の滞納等により、事業者が介護保険からサービ

ス利用料金に相当する給付を受領することができない場合は、次のサービス利用

料金の全額をいったんお支払いください。 

・基本報酬 

要介護１・２ １,０８６単位 

要介護３・４・５ １,４１１単位 

・特定事業所加算 A                １１４単位 

・初回加算                    ３００単位 

・入院時情報連携加算  

〇入院時情報連携加算Ⅰ             ２５０単位 

〇入院時情報連携加算Ⅱ             ２００単位 

・退院・退所加算 

〇連携１回（カンファレンス参加無しの場合）   ４５０単位 

 〇連携２回（カンファレンス参加無しの場合）   ６００単位 

〇連携１回（カンファレンス参加有りの場合）   ６００単位 

 〇連携２回（カンファレンス参加有りの場合）   ７５０単位 

 〇連携３回（カンファレンス参加有りの場合）   ９００単位 

・緊急時等居宅カンファレンス加算         ２００単位（月２回まで） 

・通院時情報連携加算                ５０単位 

・居宅支援ターミナルケアマネジメント加算     4００単位（月２回まで） 
 

【※地域区分（６級地） １０．４２円（１単位あたりの単価）】 
 

※［月額料金］＝（基本報酬＋算定する加算）×地域区分単価 

 （例（介護３・初回の場合）：(1,411+114+300)×10.42=19,016.5→19,017 円） 

（２）交通費（契約書第 8 条参照） 

通常の事業実施地域以外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用

される場合は、サービスの提供に際し、要した交通費の実費をいただきます。 

なお、自動車を使用した場合は次の交通費をいただきます。 

 ・実施地域を越えた地点から、１キロメートルごとに３７円 

（３）利用料金のお支払い方法 



   

６ 

 

前記（２）の交通費は、１か月ごとに計算し、請求しますので、翌月２５日まで

に次の指定口座へのお振り込みください。 

 

５ サービスの利用に関する留意事項 

（１）サービス提供を行う介護支援専門員 

サービス提供時に、担当の介護支援専門員を決定します。 

（２）介護支援専門員の交替（契約書第 7 条参照）  

 ①事業者からの介護支援専門員の交替 

事業者の都合により、介護支援専門員を交替することがあります。 

介護支援専門員を交替する場合は、ご契約者に対してサービス利用上の不利

益が生じないよう十分に配慮するものとします。 

 ②ご契約者からの交替の申し出 

選任された介護支援専門員の交替を希望する場合には、当該介護支援専門員

が業務上不適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、

事業者に対して介護支援専門員の交替を申し出ることができます。ただし、ご

契約者から特定の介護支援専門員の指名はできません。 

（３）公正中立な居宅介護支援の確保について 

契約者やその家族は、居宅サービス計画の作成にあたり、複数の指定居宅サ

ービス事業者等の紹介を求めることや、居宅サービス等計画に位置付けた指定

居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることができます。 

（４）入退院時の医療機関との連携について 

契約者が病院や診療所等の医療機関に入院する場合には、居宅における日常

生活上の能力や利用していた指定居宅サービス等の情報を医療機関と共有する

ことで、退院時や退院後の円滑な在宅生活への移行を支援するために、医療機

関に担当職員の氏名や連絡先等をお知らせくださいますようお願いします。 

《 指 定 口 座 》 

あいち尾東農協   日進支店   普通預金  ００２２２１２ 

社会福祉法人 日進市社会福祉協議会  会長  青山 雅道       
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（５）契約を解除する場合のハラスメントの具体例（契約書 16 条三項関連） 

①パワーハラスメント、暴力や暴言 

・殴打する、蹴る、唾を吐く 

・物を投げつける 

・刃物を向ける、またはそれに類する行為で脅す 

・服を引きちぎる、手を強く払いのける  

・怒鳴りつける、奇声または大声を発する  

・理不尽なサービスを要求する  

・長時間に渡る拘束（面談、電話を問わない）  

(例)要求が通るまで同じ要求を繰り返す、同じ内容の苦情を繰り返す、

過去の不満を繰り返し伝える など 

②セクシャルハラスメント 

・介護支援専門員の体を触る、手を握る 

・腕を引っ張る、抱きしめる、背後から抱きつく 

・性的なまたはわいせつな写真を見せる 

・性的なまたはわいせつな話をする、質問を行う など 

③その他 

・介護支援専門員の自宅の住所や電話番号を何度も聞く 

・ストーカー行為 など 

（６）その他留意いただきたい事項 

・宗教及び政治等の勧誘はご遠慮ください。 

・違法薬物の使用、飲酒、酒酔い、酩酊状態での対応はお断りすることがあ

ります。（電話も含みます。） 

・アルコール依存症や認知症等による行動・心理症状が強く認められるとき

に、複数の職員で訪問する場合があります。 

・相互に高圧的な態度や言動にならず、冷静な話し合いができるようご協力

をお願いいたします。 

・介護支援専門員へのおみやげやお心づけは一切頂けませんのでご遠慮くだ

さい。お気持ちだけ頂戴いたしますのでご理解をお願いいたします。 
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６ 苦情の受付について（契約書第 17 条参照） 

（１）苦情の受付 

当事業所に対する苦情やご相談は次の専用窓口で受け付けます。 

お客様ご相談窓口 

○受付担当者 

 地域福祉課 

  三林 紫帆里 

○苦情解決責任者 

 事務局長 

  川本 賀津三  

 

所 在 地  愛知県日進市蟹甲町中島２２番地 

（中央福祉センター内） 

電話番号  ０５６１－７３－４８８５ 

F A X  ０５６１－７３－４９５４ 

受付時間  月曜日～金曜日  

９：００～１７：００  

（２）行政機関その他苦情受付機関 

日進市役所 

 介護福祉課 

 

所 在 地 愛知県日進市蟹甲町池下２６８番地 

      電話番号  ０５６１－７３－１４９５  

      F A X  ０５６１－７２－４５５４  

受付時間 月曜日～金曜日  

     ９：００～１７：００ 

国民健康保険 

 団体連合会 

   苦情相談室        

所 在 地 愛知県名古屋市東区泉一丁目６番５号 

      電話番号  ０５２－９７１－４１６５  

      F A X  ０５２－９６２－８８７０ 

受付時間  月曜日～金曜日  

     ９：００～１７：００ 

 

 

7 サービスの第三者評価の実施状況について 

  事業所で提供しているサービスの内容や課題等について、公正・

中立な第三者機関による客観的な立場から受ける評価の実施状況に

ついては以下のとおりです。 

第三者による評価実施の有無 無し 

 

 

 

８ 個人情報保護に関する方針（プライバシーポリシー） 

社会福祉法人日進市社会福祉協議会は、次の方針に基づき、個人情

報の保護に努めます。 

(1) 本会は、個人の人格尊重の理念のもとに、関係法令等を遵守し、実

  施するあらゆる事業において、個人情報を慎重に取り扱います。 

(2) 本会は、個人情報を適法かつ適正な方法で取得します。 

(3) 本会は、個人情報の利用目的をできる限り特定するとともに、そ

の利用目的の範囲でのみ個人情報を利用します。 
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(4) 本会は、あらかじめ明示した範囲及び法令等の規定に基づく場合

を除いて、個人情報を事前に本人の同意を得ることなく外部に提

供しません。 

(5) 本会は、個人情報を正確な状態に保つとともに、漏えい、滅失、き

損などを防止するため、適切な措置を講じます。 

(6) 本会は、本人が自己の個人情報について、開示・訂正・追加・削除・

利用停止を求める権利を有していることを確認し、これらの申出

があった場合には速やかに対応します。 

(7) 本会は、個人情報の取扱いに関する苦情があったときは、適切か

つ速やかに対応します。 

(8) 本会は、個人情報を保護するために適切な管理体制を講じるとと

もに、役職員の個人情報保護に関する意識啓発に努めます。 

(9) 本会は、この方針を実行するため、個人情報保護に関する規則を

定め、これを本会役職員に周知徹底し、確実に実施します。   

                 （平成１７年４月１日制定） 

 

 

９ 緊急時の対応について 

利用者の生命やその他有する権利・利益を保護する必要が生じた場合等、緊

急を要するときは、必要最低限の個人情報を関係機関等に提供することがあり

ます。なお、その場合には相手方に対して、関係者以外の者に当該個人情報が

漏れることのないように厳重に注意を促すとともに、速やかに利用者に対して

報告します。 

 

 

１０ 実習等の受け入れについて 

当事業所は、介護支援専門員の実務研修実施機関等からの依頼を受けて、実

習生の実習・研修受け入れを行う場合があります。実習期間中に、利用者宅へ

の訪問に際し、実習生が同行させていただく場合がありますのでご理解とご協

力をお願いします。なお、実習生も職員と同様に守秘義務を有し、個人情報の

取扱いを適正に行います。 

 

 

  



   

１０ 

 

令和  年  月  日 

 

指定居宅介護支援サービスの提供に際し、本書面に基づいて重要事

項の説明を行いました。 

 

指定居宅介護支援事業所  日進市社会福祉協議会 

ふれあい介護支援センター 

説明者氏名            ㊞  

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定居

宅介護支援サービスの提供開始に同意しました。 

 

【ご利用者様】 

住 所 

氏 名                ㊞

 【ご家族の代表】 

住 所 

氏 名                ㊞  

 

利用者は、身体の状況等により署名ができないため、利用者本人の

意思を確認のうえ、私が利用者に代わって、その署名を代筆しまし

た。 

 

【署名代筆者】 

住 所 

氏 名                ㊞  

続 柄 


